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新旧対照表（宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）中間案） 

宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨及び位置づけ等 

（１）計画策定の趣旨 

犯罪等の被害者やそのご家族、ご遺族の方々（以下「犯罪被害者

等」といいます。）は、犯罪等により命を奪われる、家族を失う、

けがをするなどの直接的な被害のみならず、経済的負担、さらには

周囲の者からの偏見、無理解等に起因する心ない言動、誹謗中傷等

による精神的苦痛や身体の不調等の二次的被害に苦しめられていま

す。 

このような状況にある犯罪被害者等が、地域社会において再び安

全で安心な日常生活を営むことができるようにするためには、国、

県、市町村その他の関係行政機関をはじめ、関係する主体が相互に

連携し、犯罪被害者等に寄り添った、きめ細かで、実効性のある取

組が必要です。 

県では、平成１６年に、全国初となる宮城県犯罪被害者支援条例

＿                が施行されましたが、施行か

ら既に２０年が経過し、県議会により被害者等の現状に合わせた見

直しの検討がなされて全面改正に至り、令和６年４月１日から宮城

県犯罪被害者等支援条例（以下「支援条例」といいます。）として

施行されました。 

また、支援条例の所管が宮城県公安委員会（以下「公安委員会」

といいます。）から知事部局に改められ、雇用の確保、心理的外傷

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨及び位置づけ等 

（１）計画策定の趣旨 

犯罪等の被害者やそのご家族、ご遺族の方々（以下「犯罪被害者

等」といいます。）は、犯罪等により命を奪われる、家族を失う、

けがをするなどの直接的な被害のみならず、経済的負担、さらには

周囲の者からの偏見、無理解等に起因する心ない言動、誹謗中傷等

による精神的苦痛や身体の不調等の二次的被害に苦しめられていま

す。 

このような状況にある犯罪被害者等が、地域社会において再び安

全で安心な日常生活を営むことができるようにするためには、国、

県、市町村その他の関係行政機関をはじめ、関係する主体が相互に

連携し、犯罪被害者等に寄り添った、きめ細かで、実効性のある取

組が必要です。 

県では、平成１６年に、全国初となる宮城県犯罪被害者支援条例

（以下「改正前条例」といいます。）が施行されましたが、施行か

ら既に２０年が経過し、県議会により被害者等の現状に合わせた見

直しの検討がなされて全面改正に至り、令和６年４月１日から宮城

県犯罪被害者等支援条例（以下「支援条例」といいます。）として

施行されました。 

また、支援条例の所管が宮城県公安委員会（以下「公安委員会」 

といいます。）から知事部局に改められ、雇用の確保、心理的外傷 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

や経済的困窮等に係る中長期的かつ総合的な支援に取り組むことと

されたものです。 

 

（２）～（４） （略） 

２ 基本理念 （略） 

 

３ 計画期間 

支援計画の期間は、国の「第５次犯罪被害者等基本計画（仮 

称）」との整合を考慮し、第２期計画期間を令和８年度から令和１２ 

年度までの５年間に設定します。 

区分 R7 R8～R12 
県 第 1期 第 2期 

国 4 次 5 次 

 

                                  

                                  

                                  

        

 

４ 進行管理 

本計画に盛り込んだ施策については、条例第２８条に基づき、毎

年度、 その取組状況を議会に報告するとともに、宮城県ホーム 

や経済的困窮等に係る中長期的かつ総合的な支援に取り組むことと

されたものです。 

 

（２）～（４） （略） 

２ 基本理念 （略） 

 

３ 計画期間 

支援計画の期間は、国の「第４次犯罪被害者等基本計画   

  」との整合を考慮し、第１期計画期間を令和７年度のみ（単年度） 

        に設定します。 

区分 ～R5 R6 R7 R8～ 

条例 改正前条例 支援条例 

県 改正前条例の計画（※） 第 1期 第 2期 

国 4 次 5 次 

※従前の犯罪被害者支援推進計画（平成１７年２月策定、平成２

９年１月改訂）は、支援条例附則第２項において、支援条例第

９条の規定により策定された支援計画とみなすこととされてい

ます。 

 

４ 進行管理 

本計画に盛り込んだ施策については、条例第２８条に基づき、令

和７年度にその取組状況を議会に報告するとともに、宮城県ホーム

 

 

 

 

 

 

 

計画期間改訂に伴い、記述

及び表を修正 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

ページ等に掲載（公表）します。 

また、取組状況の進捗、犯罪被害者等を取り巻く環境や求められ

るニーズの変化、後述する「宮城県犯罪被害者等支援審議会」での

審議等を踏まえ、適切に計画を見直し、施策を充実させる  こと

とします。 

ページ等に掲載（公表）します。 

また、取組状況の進捗、犯罪被害者等を取り巻く環境や求められ

るニーズの変化、後述する「宮城県犯罪被害者等支援審議会」での 

審議等を踏まえ、適切に計画を見直し、第２期計画に反映すること

とします。 

 

 

 

計画改訂に伴い、記述を修

正 

第２章 犯罪被害者等の現状 

１ 県における犯罪等の現状 

（１）刑法犯の認知・検挙状況 

令和６年中の全国における刑法犯認知件数は、７３万７，６７９

件で、１０年前に比べて約３割減少していますが、前年からは３万

４，３２８件（約５％）増加しています。（図表２－１－１） 

令和６年中の宮城県における刑法犯認知件数は、１万１，３８５

件で、１０年前に比べて約３割以上減少しており  、前年からは 

１９８ 件（約２％）減少していますが、令和３年を境に増加傾向に 

あります。（図表２－１－２） 

全国、宮城県ともに、刑法犯認知件数が増加に転じており、今後 

の動向を注視すべき状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

第２章 犯罪被害者等の現状 

１ 県における犯罪等の現状 

（１）刑法犯の認知・検挙状況 

令和５年中の全国における刑法犯認知件数は、７０万３，３５１ 

件で、１０年前に比べて約４割減少していますが、前年からは１０ 

万２，０２０件（約１７％）増加しています。（図表２－１－１） 

令和５年中の宮城県における刑法犯認知件数は、１万１，５８３ 

件で、１０年前に比べて約４割  減少していますが、前年からは 

１，６８６件（約１７％）増加しています。           

     （図表２－１－２） 

全国、宮城県ともに、刑法犯認知件数が増加に転じており、今後 

の動向を注視すべき状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点更新により、 

記述を修正 

（以下、第２章の図表及び

説明について同様） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－１－１ 刑法犯の認知・検挙状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和５年の刑法犯に関する統計資料」、   

「犯罪統計資料（令和６年１～１２月分【確定値】）」 

 

■ 図表２－１－２ 刑法犯の認知・検挙状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「犯罪と防犯 令和６年中の宮城県内の犯罪発生状

況」 

 

■ 図表２－１－１ 刑法犯の認知・検挙状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和４年の刑法犯に関する統計資料」、   

「犯罪統計資料（令和５年１～１２月分【確定値】）」 

 

■ 図表２－１－２ 刑法犯の認知・検挙状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「宮城県の過去１０年間の刑法犯認知・検挙状況 

 」 

 



5 
 

宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

（２）重要犯罪の認知・検挙状況 

令和６年中の全国における重要犯罪（殺人、強盗、放火、不同意性

交等、不同意わいせつ、略取誘拐・人身売買）の認知件数は、１万

４，６１４件で、前年からは２，２４２件（約１８％）増加していま

す。（図表２－１－３） 

令和６年中の宮城県における重要犯罪の認知件数は、３６６件 

で、前年からは８６件（約３０％）増加しています。（図表２－１ 

－４） 

 

■ 図表２－１－３ 重要犯罪の認知・検挙状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和５年の刑法犯に関する統計資料」、  

「犯罪統計資料（令和６年１～１２月分【確定値】」 

 

 

 

（２）重要犯罪の認知・検挙状況 

令和５年中の全国における重要犯罪（殺人、強盗、放火、不同意性

交等、不同意わいせつ、略取誘拐・人身売買）の認知件数は、１万 

２，３７２件で、前年からは２，８３７件（約３０％）増加していま

す。（図表２－１－３） 

令和５年中の宮城県における重要犯罪の認知件数は、２８０件 

で、前年からは２５件（約１０％）増加しています。（図表２－１ 

－４） 

 

■ 図表２－１－３ 重要犯罪の認知・検挙状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和４年の刑法犯に関する統計資料」、 

「犯罪統計資料（令和５年１～１２月分【確定値】」 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－１－４ 重要犯罪の認知・検挙状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況」 

 

（３）交通事故の発生状況 

全国の交通事故（人身交通事故）発生件数及び交通事故死者数 

は、１０年前から令和４年中までは減少傾向にあり    、令和 

５年中は再び増加に転じましたが、令和６年中は発生件数が２９万 

８９５ 件と前年から１万７，０３５件（約６％）減少、死者数は 

２，６６３人と前年から１５人減少しています。（図表２－１－５） 

宮城県の交通事故（人身交通事故）発生件数は１０年前の 

８，６２４件から毎年減少を続け、令和６年中は３，７８５件と 

１０年前から４，８３９件（約５６％）減少しています。また、交 

通事故死者数は、１０年前の６６人から令和４年中は３７人と、 

平成２７年以降過去最少となりましたが、令和５年及び６年中は 

４７人と再び増加に転じており、予断を許さない状況となっていま 

す。（図表２－１－６） 

■ 図表２－１－４ 重要犯罪の認知・検挙状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「令和４年犯罪統計書  」 

 

（３）交通事故の発生状況 

全国の交通事故（人身交通事故）発生件数及び交通事故死者数 

は、１０年前から令和４年中までは減少傾向にありましたが、   

                 令和５年中は発生件数が３０万 

７，９３０件と前年から７，０９１ 件（約２％）増加、死者数は 

２，６７８人と前年から６８人増加しています。（図表２－１－５） 

宮城県の交通事故（人身交通事故）発生件数は１０年前の 

９，１４２件から毎年減少を続け、令和５年中は４，０３３件と 

１０年前から５，１０９件（約５６％）減少しています。また、交 

通事故死者数は、１０年前の８３人から令和４年中は３７人と、 

平成２６年以降過去最少となりましたが、令和５年    中は 

４７人と前年より１０人増加し、予断を許さない状況となっていま 

す。（図表２－１－６） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－１－５ 交通事故の発生状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和６年 中の交通事故の発生状況」 

 

■ 図表２－１－６ 交通事故の発生状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「みやぎの交通事故」 

 

 

 

■ 図表２－１－５ 交通事故の発生状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和５年度中の交通事故の発生状況」 

 

■ 図表２－１－６ 交通事故の発生状況（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県警察「みやぎの交通事故」 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

２ 県における犯罪被害等に関する相談状況 

（１）みやぎ被害者支援センター相談対応状況 

公益社団法人みやぎ被害者支援センターにおける令和６年度の相 

談対応件数は１，０１８件で、１０年前の約１．８倍に増加してお 

り、近年、同センターの認知度が上昇していることがうかがえま 

す。（図表２－２－１） 

 

■ 図表２－２－１ みやぎ被害者支援センター相談対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：みやぎ被害者支援センター提供 

 

 

 

 

２ 県における犯罪被害等に関する相談状況 

（１）みやぎ被害者支援センター相談対応状況 

公益社団法人みやぎ被害者支援センターにおける令和５年度の相 

談対応件数は１，３６６件で、１０年前の約２．２倍に増加してお 

り、近年、同センターの認知度が上昇していることがうかがえま 

す。（図表２－２－１） 

 

■ 図表２－２－１ みやぎ被害者支援センター相談対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：みやぎ被害者支援センター提供 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

（２）性暴力相談支援センターみやぎ相談対応状況 

性暴力相談支援センターみやぎにおける令和６年度の相談対応件 

数は、  ８４７件で、１０年前の約２．１倍に増加しています。 

メールによる相談は、相談の受付を開始した令和４年度に２６ 

件、令和６年度には４６件となり、全体に占める割合も増加してい 

ます。（図表２－２－２） 

 

■ 図表２－２－２ 性暴力被害相談支援センター宮城相談対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：性暴力被害相談支援センター宮城提供 

 

 

 

（２）性暴力相談支援センターみやぎ相談対応状況 

性暴力相談支援センターみやぎにおける令和５年度の相談対応件 

数は、１，１６９件で、１０年前の約２．７倍に増加しています。 

メールによる相談は、相談の受付を開始した令和４年度に２６ 

件、令和５年度には４４件となり、全体に占める割合も増加してい 

ます。（図表２－２－２） 

 

■ 図表２－２－２ 性暴力被害相談支援センター宮城相談対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：性暴力被害相談支援センター宮城提供 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

（３）児童虐待の相談対応状況 

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、令和５年度 

に２２万５，５０９件となり、過去９年間で最多となっています。 

（図表２－２－３） 

宮城県の児童相談所における児童虐待対応件数は、令和５年度に 

１，９２８件となっており、１０年前の約２  倍に増加していま 

す。（図表２－２－４） 

 

■ 図表２－２－３ 児童相談所における児童虐待種類別相談対応状況

（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：こども家庭庁「令和５年度児童相談所における児童虐待相談対応 

件数     」 

（３）児童虐待の相談対応状況 

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、令和４年度 

に２１万９，１７０件となり、過去９年間で最多となっています。 

（図表２－２－３） 

宮城県の児童相談所における児童虐待対応件数は、令和４年度に 

２，０６５件となっており、１０年前の約２．６倍に増加していま 

す。（図表２－２－４） 

 

■ 図表２－２－３ 児童相談所における児童虐待種類別相談対応状況

（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：こども家庭庁「令和４年度児童相談所における児童虐待相談対応 

件数（速報値）」 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－２－４ 児童相談所における児童虐待種類別相談対応状況

（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県「令和５年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数」 

 

（４）障がい者虐待の通報・相談件数 

全国における障がい者虐待の通報・相談件数は、１０年前から毎 

年増加し、令和５年度中は、１万５，５９０件となっています。 

（図表２－２－５） 

宮城県における障がい者虐待の通報・相談件数は、令和５年度中 

は３５７件となっており、１０年前の約３．５倍になっています。 

（図表２－２－６） 

 

■ 図表２－２－４ 児童相談所における児童虐待種類別相談対応状況

（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県「令和４年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数」 

 

（４）障がい者虐待の通報・相談件数 

全国における障がい者虐待の通報・相談件数は、１０年前から毎 

年増加し、令和４年度中は、１万２，７５４件となっています。 

（図表２－２－５） 

宮城県における障がい者虐待の通報・相談件数は、令和４年度中 

は２８０件となっており、１０年前の約３．４倍になっています。 

（図表２－２－６） 
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H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
件数
（件）

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

合計

802
949

812 727
894

1,238
1,431

1,764

2,065

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
件数
（件）

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

合計

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
身体的虐待 241 247 211 173 200 356 351 348 464
性的虐待 11 10 6 6 17 17 24 22 20
心理的虐待 390 522 456 424 524 659 912 1,132 1,273
ネグレクト 160 170 139 124 153 206 144 262 308
合計 802 949 812 727 894 1,238 1,431 1,764 2,065

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
身体的虐待 247 211 173 200 356 351 348 462 501
性的虐待 10 6 6 17 17 24 22 26 30
心理的虐待 522 456 424 524 659 912 1,132 1,239 1,126
ネグレクト 170 139 124 153 206 144 262 307 271
合計 949 812 727 894 1,238 1,431 1,764 2,034 1,928
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－２－５ 障がい者虐待の通報・相談件数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」 

 

■ 図表２－２－６ 障がい者虐待の通報・相談件数（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図表２－２－５ 障がい者虐待の通報・相談件数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」 

 

■ 図表２－２－６ 障がい者虐待の通報・相談件数（宮城県） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

出典：厚生労働省「「障害者虐待の防止、障害者の養護等に対する支援等

に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」 

 

（５）高齢者虐待の通報・相談件数 

   全国における高齢者虐待の通報・相談件数は、１０年前から毎年 

増加し、令和５年度は、４万３，８２７件となっています。 

（図表２－２－７） 

   宮城県における高齢者虐待の通報・相談件数も全国と同様、１０ 

年前から毎年増加し、令和５年度は、１，０４９件となっていま 

す。（図表２－２－８） 

 

■ 図表２－２－７ 高齢者虐待の通報・相談件数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「「障害者虐待の防止、障害者の養護等に対する支援等

に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書」 

 

（５）高齢者虐待の通報・相談件数 

  全国における高齢者虐待の通報・相談件数は、１０年前から毎年 

増加し、令和４年度は、４万１，０８６件となっています。 

（図表２－２－７） 

  宮城県における高齢者虐待の通報・相談件数も全国と同様、１０ 

年前から毎年増加し、令和４年度は、９７５  件となっていま 

す。（図表２－２－８） 

 

■ 図表２－２－７ 高齢者虐待の通報・相談件数（全国） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

出典：厚生労働省「「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」 

 

■ 図表２－２－８ 高齢者虐待の通報・相談件数（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県「高齢者虐待に関する調査結果について」 

 

（６）DV 被害等の相談件数 

   警察における DV 被害等の相談件数は、全国では１０年前から 

年々増加傾向にあり、宮城県では令和３年中までは横ばいの傾向 

で、令和６年中は２，１２７件となっています。 

（図表２－２－９） 

全国の配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、増減の傾向 

出典：厚生労働省「「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」 

 

■ 図表２－２－８ 高齢者虐待の通報・相談件数（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県「高齢者虐待に関する調査結果について」 

 

（６）DV 被害等の相談件数 

   警察における DV 被害等の相談件数は、全国では１０年前から 

年々増加傾向にあり、宮城県では令和３年中までは横ばいの傾向

で、令和５年中は１，８０３件となっています。 

（図表２－２－９） 

全国の配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、増減の傾向 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

は認められませんが、令和５年度中は１２万６，７４３件と高水準 

で推移しています。（図表２－２－１０） 

 

■ 図表２－２－９ 警察における DV 被害等の相談件数 

（全国・宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和６年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事

案等、児童虐待事案等への対応状況について」、宮城県「ストーカ

ー・DV 対策推進状況」、「困難な問題を抱える女性及び DV 被害

者等への支援並びに DV 防止に関する基本計画」（注：宮城県の件

数は令和４年度から計上方法を変更している） 

 

 

 

は認められませんが、令和４年度中は１２万２，２１１件と高水準 

で推移しています。（図表２－２－１０） 

 

■ 図表２－２－９ 警察における DV 被害等の相談件数 

（全国・宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案

等、児童虐待事案等への対応状況について」、宮城県       

          「困難な問題を抱える女性及び DV 被害 

者等への支援並びに DV 防止に関する基本計画」（注：宮城県の件 

数は令和４年度から計上方法を変更している） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中に数値が示されている

ため削除 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

■ 図表２－２－１０ 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数 

（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「女性に対する暴力の現状と内閣府の取組」 

 

３ 犯罪被害者等が置かれている状況 （略） 

 

■ 図表２－２－１０ 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数 

（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：内閣府「女性に対する暴力の現状と内閣府の取組」 

 

３ 犯罪被害者等が置かれている状況 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中に数値が示されている

ため削除 

第３章 

１ 施策体系 （略） 

 

２ 推進体制 

（１）まで （略） 

 

 

 

第３章 

１ 施策体系 （略） 

 

２ 推進体制 

（１）まで （略） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

（２）宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会 

支援条例第２４条により設置された関係行政機関や民間支援団体で構

成する「宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会」において、構成機関・団

体の相互協力及び連携の下に総合的・重層的な支援体制を構築し、犯罪

被害者等の求めに応じた支援を推進します。 

 

（３）市町村との連携 

市町村は、住民に最も身近な基礎自治体として、生活を支援する制

度・サービスを所管していることから、被害者等の居住市町村と協力

し、必要な支援を行います。このとき、（２）の総合的・重層的な支援体

制には市町村の参画も求めることとします。 

また、市町村を対象とした会議や研修会を開催し、本計画や支援施策

に関する情報提供を行うとともに、具体的な支援方法の共有などを行

い、市町村との連携・協力体制を構築します。 

 

（４）以降 （略） 

（２）宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会 

支援条例第２４条により設置された関係行政機関や民間支援団体で構

成する「宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会」において、構成機関・団  

体の相互協力及び連携の下に総合的    な支援体制を構築し、犯罪   

被害者等の求めに応じた支援を推進します。 

 

（３）市町村との連携 

市町村は、住民に最も身近な基礎自治体として、生活を支援する制

度・サービスを所管していることから、被害者等の居住市町村と協力

し、必要な支援を行います。                     

                     

また、市町村を対象とした会議や研修会を開催し、本計画や支援施策

に関する情報提供を行うとともに、具体的な支援方法の共有などを行

い、市町村との連携・協力体制を構築します。 

 

（４）以降 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

施策追加（基本的施策 7 の

No.1）に伴い記述を追加 

 

 

 

 

施策追加（基本的施策 7 の

No.1）に伴い記述を追加 

第４章 

 表の見方 （略） 

第４章 

 表の見方 （略） 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 各構成機関・団体による施策一覧（索引） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各構成機関・団体による施策一覧（索引） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
安
全
の
確
保

保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す

る
支
援

経
済
的
負
担
の
軽
減

1 宮城刑務所 7,12,14 3

2 東北少年院 7,12,14 3

3 青葉女子学園 7,12,14 3

4 仙台地方検察庁 5,7,10,12,13,15 1,2 3

5 東北矯正管区 7,12,14

6 仙台法務局 11,12

7 更生保護委員会 7,12,16

8 仙台保護観察所 5,7,12,14,16 3

9 宮城労働局 12 1

10 東北運輸局 12

11 第二管区海上保安本部 10,12,13,17 4

12 宮城海上保安部 10,12,13,17 4

13 私学・公益法人課 12

14 地域交通政策課 12

15 共同参画社会推進課 1,12 1 2

16 消費生活センター 12

17 社会福祉課 12

18 長寿社会政策課 12

19 子ども・家庭支援課 2,12 3 5

20 障害福祉課 12 1

21 精神保健推進室 12 2

22 児童相談所（※中央・北部・東部を含む） 3,12 5

25 女性相談支援センター 1,2,3,12 3

26 精神保健福祉センター 12 2

27 雇用対策課 12 2

28 国際政策課 12

29 住宅課 12 1,2

30 義務教育課   12 4

31 高校教育課   12 4

32 特別支援教育課   12 4

33 審査調整課 12 3

１　精神的・身体的被害の回復・防止
への取組

２　損害回復・経済的支援等への取組

【国】

【宮城県】

構成機関・団体名

基本目標

基本的施策

区分

1 2 3 4 5 6
安
全
の
確
保

保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す

る
支
援

経
済
的
負
担
の
軽
減

1 宮城刑務所 7,13,15 3

2 東北少年院 7,13,15 3

3 青葉女子学園 7,13,15 3

4 仙台地方検察庁 ＿7,11,13,14,16 1,2 3

5 仙台矯正管区 7,13,15

6 仙台法務局 12,13

7 更生保護委員会 7,13,17

8 仙台保護観察所 ＿7,13,15,17 　

9 宮城労働局 13 1

10 東北運輸局 13

11 第二管区海上保安本部 11,13,14,18 4

12 宮城海上保安部 11,13,14,18 4

13 私学・公益法人課 13

14 地域交通政策課 13

15 共同参画社会推進課 1,13 　 2

16 消費生活センター 13

17 社会福祉課 13

18 長寿社会政策課 13

19 子ども・家庭支援課 2,13 3 5

20 障害福祉課 13 1

21 精神保健推進室 13 2

22 児童相談所（※中央・北部・東部を含む） 3,13 　

25 女性相談支援センター ＿2,3,13 　

26 精神保健福祉センター 13 2

27 雇用対策課 13 2

28 国際政策課 13

29 住宅課 13 1,2

30 義務教育課 8,13 　

31 高校教育課 8,13 　

32 特別支援教育課 8,13 　

33 審査調整課 13 3

【国】

【宮城県】

１　精神的・身体的被害の回復・防止
への取組

２　損害回復・経済的支援等への取組

構成機関・団体名

基本目標

基本的施策

区分
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14
相
談
及
び
情
報
の
提
供
等

民
間
支
援
団
体
等
に
対
す

る
支
援

人
材
の
育
成

被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る

支
援

県
民
が
県
外
で
発
生
し
た

犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た

場
合
等
の
支
援

学
校
に
お
け
る
教
育
の
実

施 普
及
啓
発

調
査
研
究

1 宮城刑務所 2 1 2

2 東北少年院 2 1 2

3 青葉女子学園 2 1 2

4 仙台地方検察庁 2 1 2

5 仙台矯正管区 2 1 2

6 仙台法務局 1,2＿ ＿ 1 2

7 更生保護委員会 2 1 2

8 仙台保護観察所 2 1 2

9 宮城労働局 2 2

10 東北運輸局 1,2＿ 2,3

11 第二管区海上保安本部 2 2

12 宮城海上保安部 2 2

13 私学・公益法人課 1,2＿ 2 2

14 地域交通政策課 1,2＿ 1 2

15 共同参画社会推進課 1,2＿ 4,5 1 4 1,2 1,2

16 消費生活センター 1,2＿ 2 2,8

17 社会福祉課 2 2

18 長寿社会政策課 2 2 3 2

19 子ども・家庭支援課 2 1 1,2 7,8 3 2

20 障害福祉課 2 2 2

21 精神保健推進室 2 2

22 児童相談所（※中央・北部・東部を含む） 1,2＿ 1 2

25 女性相談支援センター 1,2＿ 　7 2

26 精神保健福祉センター 2 2

27 雇用対策課 2 2

28 国際政策課 2 2

29 住宅課 2 2

30 義務教育課 2 2 2

31 高校教育課 2 2

32 特別支援教育課 2 4 2

33 審査調整課 2 2

３　支援等のための体制整備への取組
４　県民の理解の増進と配慮・

協力の確保への取組

構成機関・団体名

基本目標

基本的施策7 8 9 10 11 12 13 14
相
談
及
び
情
報
の
提
供
等

民
間
支
援
団
体
等
に
対
す

る
支
援

人
材
の
育
成

被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る

支
援

県
民
が
県
外
で
発
生
し
た

犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た

場
合
等
の
支
援

学
校
に
お
け
る
教
育
の
実

施 普
及
啓
発

調
査
研
究

1 宮城刑務所 3 1 2

2 東北少年院 3 1 2

3 青葉女子学園 3 1 2

4 仙台地方検察庁 3 1 2

5 東北矯正管区 3 1 2

6 仙台法務局   2,3 2 1 2

7 更生保護委員会 3 1 2

8 仙台保護観察所 3 1 2

9 宮城労働局 3 2

10 東北運輸局   2,3 2,3

11 第二管区海上保安本部 3 1 2

12 宮城海上保安部 3 1 2

13 私学・公益法人課   2,3 2 2

14 地域交通政策課   2,3 1 2

15 共同参画社会推進課 1,2,3   5 1 4 1,2 1,2

16 消費生活センター   2,3  2,8

17 社会福祉課 3 2

18 長寿社会政策課 3 2 3 2

19 子ども・家庭支援課 3 1 1,2 7,8 3 2

20 障害福祉課 3 2 2

21 精神保健推進室 3 2

22 児童相談所（※中央・北部・東部を含む）   2,3 1 2

25 女性相談支援センター   2,3 1,7 2

26 精神保健福祉センター 3 2

27 雇用対策課 3 2

28 国際政策課 3 2

29 住宅課 3 2

30 義務教育課 3 2 2

31 高校教育課 3 2

32 特別支援教育課 3 4 2

33 審査調整課 3 2

３　支援等のための体制整備への取組
４　県民の理解の増進と配慮・

協力の確保への取組

構成機関・団体名

基本目標

基本的施策
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
安
全
の
確
保

保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す

る
支
援

経
済
的
負
担
の
軽
減

【仙台市】 34 男女共同参画課 2,12 5

35 市民生活課 2,12 2

36 消費生活センター 12

37 保護自立支援課 12

38 精神保健福祉総合センター 12 2

39 こども家庭保健課 12

40 こども若者相談支援センター 12

41 児童相談所   3,12

42 交流企画課 12

43 教育相談課   8,12 4

44 （公社）宮城県医師会 12

45 （公社）宮城県精神保健福祉協会 12

46 （公財）宮城県暴力団追放推進センター 5,12 11

47 （公社）みやぎ被害者支援センター 1,10,12 5 1 5,9,12

48 （福）宮城県社会福祉協議会 12

49 （福）仙台市社会福祉協議会 12

50 （福）仙台いのちの電話 12

51 （独）自動車事故対策機構仙台主管支所 12 10

52 東北大学病院精神科 12

53 宮城県警察医会 12

54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会 12

55 仙台弁護士会 12,13 1 1,3

56 日本司法支援センター宮城地方事務所 4,12 2

57 宮城県公認心理師・臨床心理士協会 12 5

58 宮城県市長会 12

59 宮城県町村会 12

60 （公社）宮城県宅地建物取引業協会 12 3

61 宮城県葬祭業協同組合 12

【警察】 62 警務課 1,5,12,13,17 5 3 1,4

63 生活安全企画課 8,9,12

64 県民安全対策課 2,6,8,12 5

65 少年課 12

66 捜査第一課 10,12,13

67 捜査第三課 12 6

68 組織犯罪対策第一課 5,12 7,8

69 交通指導課 10,12,13 2

１　精神的・身体的被害の回復・
防止への取組

２　損害回復・経済的支援等への取組

【団体】

【事業者】

基本目標

基本的施策

構成機関・団体名区分

1 2 3 4 5 6
安
全
の
確
保

保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
及
び

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

居
住
の
安
定

雇
用
の
安
定

損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す

る
支
援

経
済
的
負
担
の
軽
減

【仙台市】 34 男女共同参画課 2,13 　

35 市民生活課 2,13 2

36 消費生活センター 13

37 保護自立支援課 13

38 精神保健福祉総合センター 13 2

39 こども家庭保健課 13

40 こども若者相談支援センター 13

41 児童相談所 2,3,13

42 交流企画課 13

43 教育相談課 8,9,13 　

44 （公社）宮城県医師会 13

45 （公社）宮城県精神保健福祉協会 13

46 （公財）宮城県暴力団追放推進センター ＿13 　

47 （公社）みやぎ被害者支援センター 1,11,13 　 1 　9＿

48 （福）宮城県社会福祉協議会 13

49 （福）仙台市社会福祉協議会 13

50 （福）仙台いのちの電話 13

51 （独）自動車事故対策機構仙台主管支所 13 10

52 東北大学病院精神科 13

53 宮城県警察医会 13

54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会 13

55 仙台弁護士会 13,14 1 1＿

56 日本司法支援センター宮城地方事務所 4,13 2

57 宮城県臨床心理士会 13 　

58 宮城県市長会 13

59 宮城県町村会 13

60 （公社）宮城県宅地建物取引業協会 13 3

61 宮城県葬祭業協同組合 13

【警察】 62 警務課 1,5,13,14＿ 　 3 1,4

63 生活安全企画課 9,10,13

64 県民安全対策課 2,6,9,13 5

65 少年課 13

66 捜査第一課 　11,13

67 捜査第三課 13 6

68 組織犯罪対策第一課 5,13 7,8

69 交通指導課 11,13,14 2

１　精神的・身体的被害の回復・
防止への取組

２　損害回復・経済的支援等への取組

【団体】

【事業者】

基本目標

基本的施策

構成機関・団体名区分
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 14
相
談
及
び
情
報
の
提
供
等

民
間
支
援
団
体
等
に
対
す

る
支
援

人
材
の
育
成

被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る

支
援

県
民
が
県
外
で
発
生
し
た

犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た

場
合
等
の
支
援

学
校
に
お
け
る
教
育
の
実

施 普
及
啓
発

調
査
研
究

34 男女共同参画課 1,2＿ 1 1 7 3 2

35 市民生活課 1,2＿ 4 7 2

36 消費生活センター 1,2＿ 2,8

37 保護自立支援課 2 2

38 精神保健福祉総合センター 2 2

39 こども家庭保健課 2 1 2

40 こども若者相談支援センター 2 1 2

41 児童相談所 1,2＿ 1,7 2

42 交流企画課 2 2

43 教育相談課 1,2＿ 2 2

44 （公社）宮城県医師会 2 1 2,4

45 （公社）宮城県精神保健福祉協会 2 2,5

46 （公財）宮城県暴力団追放推進センター 1,2＿ 2 2

47 （公社）みやぎ被害者支援センター 1,2＿ 2,5 1 4 1 5 1,2 1

48 （福）宮城県社会福祉協議会 2 2

49 （福）仙台市社会福祉協議会 2 2

50 （福）仙台いのちの電話 2 3 2

51 （独）自動車事故対策機構仙台主管支所 1,2＿ 2,6

52 東北大学病院精神科 2 2

53 宮城県警察医会 2 2

54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会 2 2

55 仙台弁護士会 2 2

56 日本司法支援センター宮城地方事務所 2 2

57 宮城県臨床心理士会 2 2 2

58 宮城県市長会 2 2

59 宮城県町村会 2 2

60 （公社）宮城県宅地建物取引業協会 2 2

61 宮城県葬祭業協同組合 2 2

62 警務課 1,2＿ 2,4,5 3 4,5 2,3 2 1,2

63 生活安全企画課 2 2

64 県民安全対策課 2 7,8 6 2

65 少年課 2 6 2,7

66 捜査第一課 2 6 2

67 捜査第三課 2 2

68 組織犯罪対策第一課 1,2＿ 2

69 交通指導課 2 6 2,6

３　支援等のための体制整備への取組
４　県民の理解の増進と配慮・

協力の確保への取組

基本目標

基本的施策

基本目標

基本的施策

構成機関・団体名

7 8 9 10 11 12 13 14
相
談
及
び
情
報
の
提
供
等

民
間
支
援
団
体
等
に
対
す

る
支
援

人
材
の
育
成

被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る

支
援

県
民
が
県
外
で
発
生
し
た

犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た

場
合
等
の
支
援

学
校
に
お
け
る
教
育
の
実

施 普
及
啓
発

調
査
研
究

34 男女共同参画課   2,3 1 1,2 7 3 2

35 市民生活課   2,3 4 7 2

36 消費生活センター   2,3 2,8

37 保護自立支援課 3 2

38 精神保健福祉総合センター 3 2

39 こども家庭保健課 3 2 2

40 こども若者相談支援センター 3 1 2

41 児童相談所   2,3 1＿ 2

42 交流企画課 3 2

43 教育相談課   2,3 2 2

44 （公社）宮城県医師会 3 1 2,4

45 （公社）宮城県精神保健福祉協会 3 2,5

46 （公財）宮城県暴力団追放推進センター   2,3 2 2

47 （公社）みやぎ被害者支援センター 1,2,3 2＿ 1 4,8 1 5 1,2 1

48 （福）宮城県社会福祉協議会 3 2

49 （福）仙台市社会福祉協議会 3 2

50 （福）仙台いのちの電話 3 3 2

51 （独）自動車事故対策機構仙台主管支所   2,3 2,6

52 東北大学病院精神科 3 2

53 宮城県警察医会 3 2

54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会 3 2

55 仙台弁護士会 2,3 2

56 日本司法支援センター宮城地方事務所 3 2

57 宮城県公認心理師・臨床心理士協会 3 2 2

58 宮城県市長会 3 2

59 宮城県町村会 3 2

60 （公社）宮城県宅地建物取引業協会 3 2

61 宮城県葬祭業協同組合 3 2

62 警務課 1,2,3 2,4,5 1,2,3 4,5 2,3,4 2 1,2

63 生活安全企画課 3 2

64 県民安全対策課 3 7,8 6 2

65 少年課 3 6 2,7

66 捜査第一課 3 6 2

67 捜査第三課 3 2

68 組織犯罪対策第一課   2,3 2

69 交通指導課 3 6 2,6

３　支援等のための体制整備への取組
４　県民の理解の増進と配慮・

協力の確保への取組

基本目標

基本的施策

基本目標

基本的施策

構成機関・団体名
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

基本目標１ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

 

【現状と課題】・【施策の方向】 （略） 

 

基本的施策１ 安全の確保（第 12 条） 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 犯罪被害者等へ

の緊急避難場所

の情報提供及び

同行支援 

公判への付添や精通弁護士の紹介など、犯

罪被害者等のニーズに沿った支援活動を行

います。特に、性犯罪等の相談案件について

は、緊急避難場所の情報提供や宿泊費・医療

費等の助成、避難場所への同行支援等を行い

ます。（共同参画社会推進課、女性相談支援

センター【県】、（公社）みやぎ被害者支援セ

ンター【団体】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 

 

【現状と課題】・【施策の方向】 （略） 

 

基本的施策１ 安全の確保（第 12 条） 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 犯罪被害者等へ

の緊急避難場所

の情報提供及び

同行支援 

公判への付添や精通弁護士の紹介など、犯

罪被害者等のニーズに沿った支援活動を行

います。特に、性犯罪等の相談案件について

は、緊急避難場所の情報提供や宿泊費・医療

費等の助成、避難場所への同行支援等を行い

ます。（共同参画社会推進課        

    【県】、（公社）みやぎ被害者支援セ

ンター【団体】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

2 DV 被害者等に

対する支援 

DV 被害者等に対し、保護命令制度の利用

支援、住民基本台帳事務における支援措置に

係る相談対応を実施するほか、DV 被害者避

難先確保に取り組む市町村への補助を実施

します。【施策 10 に関連】（子ども・家庭支

援課、女性相談支援センター【県】、男女共

同参画課、市民生活課     【仙台市】、

県民安全対策課【警察】） 

 

No.3～No.4 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 再被害防止対策 「再被害防止対策要綱」による再被害防止 

対象者への支援や、希望者に対する地域警察

官の訪問・連絡を行います。また、被疑者・

被告人の再犯防止のため、更生保護などの支

援体制を活用し、生活環境の調整を行いま

す。（仙台地方検察庁、仙台保護観察所【国】、

（公財）宮城県暴力団追放推進センター【団

体】、警務課、組織犯罪対策第一課【警察】） 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

2 DV 被害者等に

対する支援 

DV 被害者等に対し、保護命令制度の利用

支援、住民基本台帳事務における支援措置に

係る相談対応を実施するほか、DV 被害者避

難先確保に取り組む市町村への補助を実施

します。【施策 10 に関連】（子ども・家庭支

援課、女性相談支援センター【県】、男女共

同参画課、市民生活課、児童相談所【仙台市】、

県民安全対策課【警察】） 

 

No.3～No.4 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 再被害防止対策 「再被害防止対策要綱」による再被害防止

対象者への支援や、希望者に対する地域警察

官の訪問・連絡を行います。        

                     

                       

 （                   

                     

   警務課、組織犯罪対策第一課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の削除 

 

 

 

 

 

 

 

担当課の追加に伴う 

記述の追加 

 

担当課の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No.6 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

7 「被害者等通知

制度」の運用及

び加害者の矯正

処遇・教育の実

施 

犯罪被害者等に対する加害者の処遇情報

の提供や、被害者の心情等を踏まえた矯正処

遇及び教育を実施します。（宮城刑務所、東

北少年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁、

東北矯正管区、更生保護委員会、仙台保護観

察所【国】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.6 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

7 「被害者等通知

制度」の運用及

び加害者の矯正

処遇・教育の実

施 

犯罪被害者等に対する加害者の処遇情報

の提供や、被害者の心情等を踏まえた矯正処

遇及び教育を実施します。（宮城刑務所、東

北少年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁、

仙台矯正管区、更生保護委員会、仙台保護観

察所【国】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

8 学校における心

のケア 

重大事件等が発生した場合に、県教委及び

市教委がスクールカウンセラーを当該校に

派遣し、心のケアを行います。（義務教育課、

高校教育課、特別支援教育課【県】、教育相

談課【仙台市】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名の変更 

 

 

 

基本的施策 2 の No.4 に 

移動 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No.8～No.12 

 

No. 施策名 施策の概要 

13 二次的被害の防

止 

犯罪被害者等の情報が公表、報道されるこ

とによる二次的被害の防止のため、捜査、公

判、報道等による配慮を行うとともに、関係

者の研修を行います。（仙台地方検察庁、第

二管区海上保安本部、宮城海上保安部【国】、

仙台弁護士会【団体】、警務課、捜査第一課、

交通指導課【警察】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

14 「心情等聴取・

伝達制度」の運

用 

標記制度により、加害者に対する被害者の

心情等の伝達結果等を提供するほか、制度を

円滑に利用できるよう関係機関・団体との連

携を図りながら体制整備に努めます。（宮城

刑務所、東北少年院、青葉女子学園、東北矯

正管区、仙台保護観察所【国】） 

 

 

 

 

 

No.9～No.13 

 

No. 施策名 施策の概要 

14 二次的被害の防

止 

犯罪被害者等の情報が公表、報道されるこ

とによる二次的被害の防止のため、捜査、公

判、報道等による配慮を行うとともに、関係

者の研修を行います。（仙台地方検察庁、第

二管区海上保安本部、宮城海上保安部【国】、

仙台弁護士会【団体】、警務課、      

交通指導課【警察】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

15 「心情等聴取・

伝達制度」の運

用 

標記制度により、加害者に対する被害者の

心情等の伝達結果等を提供するほか、制度を

円滑に利用できるよう関係機関・団体との連

携を図りながら体制整備に努めます。（宮城

刑務所、東北少年院、青葉女子学園、仙台矯

正管区、仙台保護観察所【国】） 

 

 

 

 

 

No.ずれ 

 

 

No.ずれ 

 

 

 

 

担当課の追加 

 

 

 

No.ずれ 

 

 

 

機関名の変更 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No.15～No.16 

 

No. 施策名 施策の概要 

17 「被害者連絡制

度」の運用 

捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送

致状況等について犯罪被害者等が希望した

場合に連絡するほか、相談内容に応じて、警

察、検察庁等の支援制度、民間被害者支援団

体における支援制度の情報を提供します。

（第二管区海上保安本部、宮城海上保安部

【国】、警務課【警察】） 

 

基本的施策２ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（第 17 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.2 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.16～No.17 

 

No. 施策名 施策の概要 

18 「被害者連絡制

度」の運用 

捜査の状況、被疑者の逮捕や検察庁への送

致状況等について犯罪被害者等が希望した

場合に連絡するほか、相談内容に応じて、警

察、検察庁等の支援制度、民間被害者支援団

体における支援制度の情報を提供します。

（第二管区海上保安本部、宮城海上保安部

【国】       ） 

 

基本的施策２ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（第 17 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.2 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.ずれ 

 

 

No.ずれ 

 

 

 

 

 

担当課の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 女性のための相

談機関における

支援 

女性相談支援センターやコスモスハウス

において、困難な問題を抱える女性の保護及

び支援を実施するほか、女性のための専門電

話相談により、犯罪被害者等を含む困難を抱

える女性への助言、情報提供の支援を行いま

す。（子ども・家庭支援課、女性相談支援セ

ンター【県】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

4 学校における心

のケア 

重大事件等が発生した場合に、県教委及び

市教委がスクールカウンセラーを当該校に

派遣し、心のケアを行います。（義務教育課、

高校教育課、特別支援教育課【県】、教育相

談課【仙台市】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 女性のための相

談機関における

支援 

女性相談支援センターやコスモスハウス

において、困難な問題を抱える女性の保護及

び支援を実施するほか、女性のための専門電

話相談により、犯罪被害者等を含む困難を抱

える女性への助言、情報提供の支援を行いま

す。（子ども・家庭支援課         

   【県】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課の追加 

 

 

 

基本的施策 1 の No.8 から

移動 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 相談機関及び警

察におけるカウ

ンセリングの充

実 

犯罪被害者等の精神的負担の早期軽減に

向け、それぞれのニーズに応じたカウンセリ

ングを行います。（各児童相談所【県】、男女

共同参画課【市】、（公社）みやぎ被害者支援

センター、宮城県公認心理師・臨床心理士協

会【団体】、警務課【警察】） 

 

基本目標２ 損害回復・経済的支援等への取組 

 

【現状と課題】・【施策の方向】 （略） 

 

基本的施策３ （略） 

 

基本的施策４ 雇用の安定（第 14 条） 

【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 損害回復・経済的支援等への取組 

 

【現状と課題】・【施策の方向】 （略） 

 

基本的施策３ （略） 

 

基本的施策４ 雇用の安定（第 14 条） 

【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

1 「犯罪被害者等

の被害回復のた

めの休暇制度」

の周知 

企業等に対し、導入事例集や、「働き方・

休み方改善ポータルサイト」等を活用し、普

及に向けた周知啓発を行います。（宮城労働

局【国】、共同参画社会推進課【県】） 

 

No.2～No.3 （略） 

 

基本的施策５ （略） 

 

基本的施策６ 経済的負担の軽減（第 16 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.2 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

1 「犯罪被害者等

の被害回復のた

めの休暇制度」

の周知 

企業等に対し、導入事例集や、「働き方・

休み方改善ポータルサイト」等を活用し、普

及に向けた周知啓発を行います。（宮城労働

局【国】            ） 

 

No.2～No.3 （略） 

 

基本的施策５ （略） 

 

基本的施策６ 経済的負担の軽減（第 16 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.2 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 刑事手続等にお

ける経費負担の

軽減 

犯罪被害者等に対し、リモートによる事情

聴取を行うことにより、刑事手続に関連する

旅費負担を軽減するほか、「心情等聴取・伝

達制度」における旅費の支給や聴取場所の調

整等を行うことにより、犯罪被害者等の経済

的負担を軽減します。（宮城刑務所、東北少

年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁、仙台

保護観察所【国】、仙台弁護士会【団体】） 

 

No.4 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 一時避難に要す

る費用の負担 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所

中の DV 被害者等に対する費用の貸し付け

を行うほか、ストーカー・DV 事案の被害者

等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難

に伴う費用を負担します。【施策 10 に関連】

（子ども・家庭支援課【県】、（公社）みやぎ

被害者支援センター【団体】、県民安全対策

課【警察】） 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 刑事手続等にお

ける経費負担の

軽減 

犯罪被害者等に対し、リモートによる事情

聴取を行うことにより、刑事手続に関連する

旅費負担を軽減するほか、「心情等聴取・伝

達制度」における旅費の支給や聴取場所の調

整等を行うことにより、犯罪被害者等の経済

的負担を軽減します。（宮城刑務所、東北少

年院、青葉女子学園、仙台地方検察庁    

     【国】          ） 

 

No.4 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 一時避難に要す

る費用の負担 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所

中の DV 被害者等に対する費用の貸し付け

を行うほか、ストーカー・DV 事案の被害者

等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難

に伴う費用を負担します。【施策 10 に関連】

（子ども・家庭支援課【県】、       

             県民安全対策

課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No.6～No.10 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

11 暴力団犯罪によ

る被害者への見

舞金等の支給 

暴力団員等からの不当な行為による被害

者に対し、見舞金等の支給及び民事訴訟費用

の貸付を行います。（（公財）宮城県暴力団追

放推進センター【団体】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

12 性暴力等に係る

医療費負担 

性犯罪・性暴力等被害者等に対する法的支

援、身体的被害、精神的被害の回復のための

支援を行うほか、その費用を負担します。

（（公社）みやぎ被害者支援センター【団体】） 

 

基本目標３ 支援等のための体制整備への取組 

 

【現状と課題】 （略） 

 

【施策の方向】 

犯罪被害者等に対し十分な支援体制を確立するため、犯罪被害者 

等が必要とする情報を早期に提供するほか、民間支援団体への活動 

支援の促進に努めます。 

 

No.6～No.10 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 支援等のための体制整備への取組 

 

【現状と課題】 （略） 

 

【施策の方向】 

犯罪被害者等に対し十分な支援体制を確立するため、犯罪被害者 

等が必要とする情報を早期に提供するほか、民間支援団体への活動 

支援の促進に努めます。 

 

 

 

 

施策追加 

 

 

 

 

 

施策追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

また、被害者支援への意識の啓発と専門的知識の習得に向けた研 

修等を実施し、支援担当者の代理受傷の予防に配慮しながら、人材 

の育成及び資質の向上に取り組みます。 

潜在化しやすい被害や県外で受けた被害、大規模事案や重大事案 

等についても、各機関の専門性を生かした途切れない支援を行いま 

す。 

 

基本的施策７ 相談及び情報の提供等（第 11 条） 

【具体的施策】 

No. 施策名 施策の概要 

1 重層的支援に向

けた支援体制の

構築 

県、犯罪被害者等が居住する市町村、警察、

犯罪被害者等早期援助団体のほか、必要と認

められる機関・団体が参画する会議体を構築

し、被害直後から犯罪被害者等のニーズに応

じた途切れない支援を行います。（共同参画

社会推進課【県】、（公社）みやぎ被害者支援

センター【団体】、警務課【警察】） 

 

No.2～No.3 

 

 

 

 

また、被害者支援への意識の啓発と専門的知識の習得に向けた研 

修等を実施し、支援担当者の代理受傷の予防に配慮しながら、人材 

の育成及び資質の向上に取り組みます。 

潜在化しやすい被害や県外で受けた被害            

等についても、各機関の専門性を生かした途切れない支援を行いま 

す。 

 

基本的施策７ 相談及び情報の提供等（第 11 条） 

【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1～No.2 

 

 

 

 

 

 

 

基本的施策11に関連施策を

追加したため、文言を追加 

 

 

 

 

 

施策追加 

 

 

 

 

 

 

 

No.ずれ 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

基本的施策８ 民間支援団体等に対する支援（第 18 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.3 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

4 犯罪被害者等早

期援助団体に対

する支援 

犯罪被害者等早期援助団体である（公社）

みやぎ被害者支援センターの行う相談、広

報、調査研究、人材養成事業を支援するほか、

寄附金型自動販売機の設置促進や、賛助会員

拡充などの財政基盤強化を支援します。

（            市民生活課【仙

台市】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的施策８ 民間支援団体等に対する支援（第 18 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.3 （略） 

 

No. 施策名 施策の概要 

4 犯罪被害者等早

期援助団体に対

する支援 

犯罪被害者等早期援助団体である（公社）

みやぎ被害者支援センターの行う相談、広

報、調査研究、人材養成事業を支援するほか、

寄附金型自動販売機の設置促進や、賛助会員

拡充などの財政基盤強化を支援します。 

（共同参画社会推進課【県】、市民生活課【仙

台市】、警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の交付は警察が行っ

ているため、担当課【県】を

削除 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 性暴力被害相談

支援団体に対す

る支援 

（公社）みやぎ被害者支援センターが運営

する「性暴力被害相談支援センター宮城」に

おいて行う電話・面接・メール相談、付添支

援、法律相談等の支援体制の構築を支援する

ほか、一時避難に伴う宿泊費用の助成等の事

業を行うための支援をします。【施策 10 に

関連】（共同参画社会推進課【県】、     

                警務課

【警察】） 

 

基本的施策９ 人材の育成（第 19 条） 

【具体的施策】 

 

No.1 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

5 性暴力被害相談

支援団体に対す

る支援 

（公社）みやぎ被害者支援センターが運営

する「性暴力被害相談支援センター宮城」に

おいて行う電話・面接・メール相談、付添支

援、法律相談等の支援体制の構築を支援する

ほか、一時避難に伴う宿泊費用の助成等の事

業を行うための支援をします。【施策 10 に

関連】（共同参画社会推進課【県】、（公社）

みやぎ被害者支援センター【団体】、警務課

【警察】） 

 

基本的施策９ 人材の育成（第 19 条） 

【具体的施策】 

 

No.1 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を行う機関を記載して

いるため、支援を受ける機

関【団体】を削除 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

2 犯罪被害者等を

支援する県民、

事業者の育成 

県民及び事業者が、犯罪被害者等支援の理

解を深め、協力いただくための研修等を実施

します。 

（例） 

・人権について学ぶ企業、福祉施設の職員

（仙台法務局【国】） 

・高齢者の虐待防止について学ぶ県民【県】 

・DV の防止について学ぶ県民【県、仙台市】 

・保育所、幼稚園、児童館等の職員【仙台市】 

・不当要求防止責任者（（公財）宮城県暴力 

団追放推進センター【団体】） 

・大学生、司法修習生【警察】 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 指定被害者    

     支援

要員の育成 

専門的な犯罪被害者等支援が必要とされ

る事件が発生した場合に備え、あらかじめ警

察職員を「指定被害者支援要員」に指定し、

事件発生直後の初期段階から支援活動を実

施します。（警務課【警察】） 

 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

2 犯罪被害者等を

支援する県民、

事業者の育成 

県民及び事業者が、犯罪被害者等支援の理

解を深め、協力いただくための研修等を実施

します。 

（例） 

・民生委員や金融機関職員【県、仙台市】  

          

・保育所、幼稚園、児童館等の職員【仙台市】 

・消費生活について学ぶ団体【県】     

・デート DV の防止について学ぶ県民【県】 

・高齢者の虐待防止について学ぶ県民【県】 

・不当要求防止責任者（（公財）宮城県暴力 

団追放推進センター【団体】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

3 死傷者多数事案

に対応する支援

要員の育成 

多数の死傷者が発生する事案に対応する

ため、被害者支援業務に精通した    警

察職員を「指定被害者支援要員」に指定し、

発生直後の初期段階から支援活動を実施し

ます。（警務課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体例を一部変更、 

順番を入れ替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的施策 11 の No.4（新

設）における「特別支援要

員」との区別を明確にする

ため、施策名と内容を修正 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

基本的施策１０  

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する支援（第 21 条） 

【具体的施策】 

 

No. 施策名 施策の概要 

1 要保護児童に対

する支援（再掲） 

警察官等と連携し、児童の安全確保に努め

るほか、状況に応じて一時保護や施設入所等

を実施します。【施策 1 に関連】（女性相談支

援センター【県】、各児童相談所【県・仙台

市】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

7 DV 被害者に対

する支援（再掲） 

DV 被害者等に対し、保護命令制度の利用

支援、住民基本台帳事務における支援措置に

係る相談対応を実施するほか、DV 被害者避

難先確保に取り組む市町村への補助を実施

します。【施策 1 に関連】（子ども・家庭支援

課、女性相談支援センター【県】、男女共同

参画課、市民生活課     【仙台市】、

県民安全対策課【警察】） 

 

 

 

基本的施策１０  

被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する支援（第 21 条） 

【具体的施策】 

 

No. 施策名 施策の概要 

1 要保護児童に対

する支援（再掲） 

警察官等と連携し、児童の安全確保に努め

るほか、状況に応じて一時保護や施設入所等

を実施します。【施策 1 に関連】（      

        各児童相談所【県・仙台

市】） 

 

No. 施策名 施策の概要 

7 DV 被害者に対

する支援（再掲） 

DV 被害者等に対し、保護命令制度の利用

支援、住民基本台帳事務における支援措置に

係る相談対応を実施するほか、DV 被害者避

難先確保に取り組む市町村への補助を実施

します。【施策 1 に関連】（子ども・家庭支援

課、女性相談支援センター【県】、男女共同

参画課、市民生活課、児童相談所【仙台市】、

県民安全対策課【警察】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の削除 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

8 一時避難に要す

る 費 用 の 負 担

（再掲） 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所

中の DV 被害者等に対する費用の貸し付け

を行うほか、ストーカー・DV 事案の被害者

等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難

に伴う費用を公費により負担します。【施策

6 に関連】（子ども・家庭支援課【県】、（公

社）みやぎ被害者支援センター【団体】、県

民安全対策課【警察】） 

 

基本的施策１１  

県民が県外で発生した犯罪等の被害を受けた場合等の支援 

（第 22 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.3 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施策名 施策の概要 

8 一時避難に要す

る 費 用 の 負 担

（再掲） 

一時保護所及び女性相談支援施設に入所

中の DV 被害者等に対する費用の貸し付け

を行うほか、ストーカー・DV 事案の被害者

等に対し、ホテル等の宿泊施設への一時避難

に伴う費用を公費により負担します。【施策

6 に関連】（子ども・家庭支援課【県】、   

                  県

民安全対策課【警察】） 

 

基本的施策１１  

県民が県外で発生した犯罪等の被害を受けた場合等の支援 

（第 22 条） 

【具体的施策】 

 

No.1～No.3 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当機関の追加 
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

 

No. 施策名 施策の概要 

4 死傷者多数事案

に対応する支援

要員の配置 

多数の死傷者が発生する事案に対応する

ため、県下警察署及び宮城県警察高速道路交

通警察隊において、警察職員をあらかじめ

「特別支援要員」に指定し、迅速な被害者等

支援体制を構築します。（警務課【警察】） 

 

基本目標４ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ （略）  

 

 

 

施策追加 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 宮城県犯罪被害者等支援条例（抜粋） （略） 

 

 宮城県犯罪被害者等支援審議会委員 

 （令和８年４月１日現在）を記載 但し、未定のため（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 宮城県犯罪被害者等支援条例（抜粋） （略） 

 

 宮城県犯罪被害者等支援審議会委員 

 （本計画策定時点）  
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会構成機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県犯罪被害者等支援連絡協議会構成機関・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名の変更（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名の変更（57） 

 

 

 

 

 

 

 

1 宮城刑務所 34 市民局市民活躍推進部男女共同参画課

2 東北少年院 35 市民局生活安全安心部市民生活課

3 青葉女子学園 36 市民局生活安全安心部消費生活センター

4 仙台地方検察庁 37 健康福祉局地域福祉部保護自立支援課

5 法務省仙台矯正管区 38
健康福祉局障害福祉部
　精神保健福祉総合センター

6 法務省仙台法務局人権擁護部 39
こども若者局こども家庭部
　こども家庭保健課

7 法務省東北地方更生保護委員会 40
こども若者局こども若者支援部
　こども若者相談支援センター

8 法務省仙台保護観察所 41 こども若者局児童相談所

9 厚生労働省宮城労働局 (10) 42 文化観光局交流企画課

10 国土交通省東北運輸局 43 教育局学校教育支援部教育相談課

(12) 11 第二管区海上保安本部 44
公益社団法人
　宮城県医師会

12 宮城海上保安部 45
公益社団法人
　宮城県精神保健福祉協会

13 総務部私学・公益法人課 46
公益財団法人
　宮城県暴力団追放推進センター

14 企画部地域交通政策課 47
公益社団法人
　みやぎ被害者支援センター

15 環境生活部共同参画社会推進課 48
社会福祉法人
　宮城県社会福祉協議会

16
環境生活部消費生活・文化課
消費生活センター

49
社会福祉法人
　仙台市社会福祉協議会

17 保健福祉部社会福祉課 50
社会福祉法人
　仙台いのちの電話

18 保健福祉部長寿社会政策課 51
独立行政法人
　自動車事故対策機構仙台主管支所

19 保健福祉部子ども・家庭支援課 52 東北大学病院精神科

20 保健福祉部障害福祉課 53 宮城県警察医会

21 保健福祉部精神保健推進室 54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会

22 中央児童相談所 55 仙台弁護士会

23 北部児童相談所 56 日本司法支援センター宮城地方事務所

24 東部児童相談所 57 宮城県臨床心理士会

25 女性相談支援センター (16) 58 宮城県市長会

26 精神保健福祉センター 59 宮城県町村会

27 経済商工観光部雇用対策課 事業者 60
公益社団法人
  宮城県宅地建物取引業協会

28 経済商工観光部国際政策課 (2) 61 宮城県葬祭業協同組合

29 土木部住宅課 62 警務部警務課

30 教育庁義務教育課 63 生活安全部生活安全企画課

31 教育庁高校教育課 64 生活安全部県民安全対策課

(21) 32 教育庁特別支援教育課 65 生活安全部少年課

33 労働委員会事務局審査調整課 66 刑事部捜査第一課

67 刑事部捜査第三課

(8) 68
刑事部組織犯罪対策局
　組織犯罪対策第一課

69 交通部交通指導課

６９機関・団体

警

察

本

部

団

体

等

仙

台

市

宮

城

県

国

合計

1 宮城刑務所 34 市民局市民活躍推進部男女共同参画課

2 東北少年院 35 市民局生活安全安心部市民生活課

3 青葉女子学園 36 市民局生活安全安心部消費生活センター

4 仙台地方検察庁 37 健康福祉局地域福祉部保護自立支援課

5 法務省東北矯正管区 38
健康福祉局障害福祉部
　精神保健福祉総合センター

6 法務省仙台法務局人権擁護部 39
こども若者局こども家庭部
　こども家庭保健課

7 法務省東北地方更生保護委員会 40
こども若者局こども若者支援部
　こども若者相談支援センター

8 法務省仙台保護観察所 41 こども若者局児童相談所

9 厚生労働省宮城労働局 (10) 42 文化観光局交流企画課

10 国土交通省東北運輸局 43 教育局学校教育支援部教育相談課

(12) 11 第二管区海上保安本部 44
公益社団法人
　宮城県医師会

12 宮城海上保安部 45
公益社団法人
　宮城県精神保健福祉協会

13 総務部私学・公益法人課 46
公益財団法人
　宮城県暴力団追放推進センター

14 企画部地域交通政策課 47
公益社団法人
　みやぎ被害者支援センター

15 環境生活部共同参画社会推進課 48
社会福祉法人
　宮城県社会福祉協議会

16
環境生活部消費生活・文化課
消費生活センター

49
社会福祉法人
　仙台市社会福祉協議会

17 保健福祉部社会福祉課 50
社会福祉法人
　仙台いのちの電話

18 保健福祉部長寿社会政策課 51
独立行政法人
　自動車事故対策機構仙台主管支所

19 保健福祉部子ども・家庭支援課 52 東北大学病院精神科

20 保健福祉部障害福祉課 53 宮城県警察医会

21 保健福祉部精神保健推進室 54 宮城県医療ソーシャルワーカー協会

22 中央児童相談所 55 仙台弁護士会

23 北部児童相談所 56 日本司法支援センター宮城地方事務所

24 東部児童相談所 57 宮城県公認心理師・臨床心理士協会

25 女性相談支援センター (16) 58 宮城県市長会

26 精神保健福祉センター 59 宮城県町村会

27 経済商工観光部雇用対策課 事業者 60
公益社団法人
  宮城県宅地建物取引業協会

28 経済商工観光部国際政策課 (2) 61 宮城県葬祭業協同組合

29 土木部住宅課 62 警務部警務課

30 教育庁義務教育課 63 生活安全部生活安全企画課

31 教育庁高校教育課 64 生活安全部県民安全対策課

(21) 32 教育庁特別支援教育課 65 生活安全部少年課

33 労働委員会事務局審査調整課 66 刑事部捜査第一課

67 刑事部捜査第三課

(8) 68
刑事部組織犯罪対策局
　組織犯罪対策第一課

69 交通部交通指導課

６９機関・団体

警

察

本

部

団

体

等

仙

台

市

宮

城

県

国

合計
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宮城県犯罪被害者等支援計画（第２期）（中間案）（新） 宮城県犯罪被害者等支援計画（第１期）（旧） 備考 

宮城県犯罪被害者等支援計画用語集 

本計画に記載している用語について解説します。 

 「意見陳述制度」～「損害賠償命令制度」 （略） 

 

索引 用語 解説 頁 

と 特別支援要員（とく

べつしえんようい

ん） 

多数の死傷者が発生する事案

に対応するため、県下警察署及び

宮城県警察高速道路交通警察隊

において、被害者支援業務に精通

した警察職員としてあらかじめ

指定されるものです。 
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 「はあとライン」～「みやぎ住まいづくり協議会」 （略） 

 

 

 

 

 

 

宮城県犯罪被害者等支援計画用語集 

本計画に記載している用語について解説します。 

 「意見陳述制度」～「損害賠償命令制度」 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「はあとライン」～「みやぎ住まいづくり協議会」 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

用語の追加 

 

 

 

 

 

 


